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認知症対応型共同生活介護 

介護予防認知症対応型生活介護 

重 要 事 項 説 明 書 

当グループホームは介護保険の指定をうけています 

名古屋市指定第２３７１３００７２０ 

 

当グループホームは入居者に対して（介護予防）認知症対応型共同生活介護サービスを提供

します。グループホームの概要や、提供するサービスの内容、契約上ご注意いただきたいこ

とを次の通り説明します。 

 

当グループホームへの入所は原則として要介護認定の結果（要支援２から要介護５）と認定

された方が対象となります。（自立の方及び要支援１の方は入所できません。） 

 

事業者の概要 

法 人 名     株式会社 ＬＣみおつくし株式会社 

法人所在地     愛知県名古屋市守山区大字吉根字太鼓ヶ根 3210番地 2 

                         TEL (052)739-0155 

                         FAX (052)739-3707 

事業所の概要 

事業所名      グループホーム桜楽 

事業所所在地    愛知県名古屋市守山区大字吉根字太鼓ヶ根 3210番地 2 

                     TEL (052)715－3633 

                         FAX (052)739－3707 

 

介護保険指定年月     平成 15年 1月 31日 

開設年月         平成 15年 2月 1日 

入所定員       1ユニット 9名（1階）   2ユニット 9名（2階） 

 

居室の概要（1階） 居室の概要（2階） 

個室（一人部屋）         9室 個室（一人部屋）         9室 

食堂兼機能訓練室         1 食堂兼機能訓練室         1 

浴室               1 浴室               1 

トイレ              2 トイレ              2 
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共用事務室                                 1 

 

職員の職種、及び職務の内容、員数 

管理者         1名（常勤兼務） 

管理者は事業所に於ける介護業務と従業員の管理及び業務の管理を一元的に行う。 

介護計画作成担当者  2名（1名は介護支援専門員）（1名は常勤兼務）介護計画作

成を担当する。 

 

介護従業者      常勤  11名 非常勤 1名 

 

敷金 

入居にあたりまして金 10万円を敷金としてお預かりいたします。 

グループホーム桜楽に入所されて 3 ヶ月以内に事情により退所することとなった場

合は全額をご返金いたします。 

ただし、3ヶ月以内の退所につきましてもその個室の修理等が必要な場合その修理費

をご負担して頂き残金の有る場合は、ご返金いたします。 

又退所時に於いて居室の清掃・消毒・ベッドマット交換・利用料金の遅れ等ある場合

精算させて頂き残金の有る場合はご返金いたします。 

 

利用料金 

   介護報酬の告知上の額として法定代理受領サービスであるときは利用者の介護保 

   険負担割合証に記載された割合に応じた額とします。 

 

〈 サービス利用料金Ⅱ型 〉 

１．介護保険一部負担金 (一日あたり) （1割負担の方） 

要支援 2 748単位 約 798円 

要介護 1 752単位 約 803円 

要介護 2 787単位 約 840円 

要介護 3 811単位 約 866円 

要介護 4 827単位 約 883円 

要介護 5 844単位 約 901円 

 

介護保険一部負担金 (一日あたり) （2割負担の方） 

要支援 2 748単位 約 1,597円 

要介護 1 752単位 約 1,606円 

要介護 2 787単位 約 1,681円 

要介護 3 811単位 約 1,732円 

要介護 4 827単位 約 1,766円 
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要介護 5 844単位 約 1,802円 

 

介護保険一部負担金 (一日あたり) （3割負担の方） 

要支援 2 748単位 約 2,396円 

要介護 1 752単位 約 2,409円 

要介護 2 787単位 約 2,521円 

要介護 3 811単位 約 2,598円 

要介護 4 827単位 約 2,649円 

要介護 5 844単位 約 2,704円 

 

１.＜入院時費用＞ 利用者が病院または診療所への入院を要した場合、１月に６日を限

度として所定単位数に代えて１日につき算定 

 

246単位/日 

約 261円/日（1割負担の方） 

約 525円/日（2割負担の方） 

約 788円/日（3割負担の方） 

  

〈 加算料金 〉 

２．初期加算 (一日あたり) 

  入所した日から 30日以内の期限で一日料金が追加となります。 

30単位 

約 32円（1割負担の方） 

約 64円（2割負担の方） 

約 96円（3割負担の方） 

     

３．医療連携体制加算（Ⅰ） (一日あたり、要支援者は加算設定なし) 

39単位 

約 42円（1割負担の方） 

約 83円（2割負担の方） 

約 124円（3割負担の方） 

       医療連携体制加算（Ⅱ）（一日当たり、要支援者は加算設定なし） 

49単位 

約 52円（1割負担の方） 

約 104円（2割負担の方） 

約 157円（3割負担の方） 

医療連携体制加算（Ⅲ）（一日当たり、要支援者は加算設定なし） 

59単位 

約 62円（1割負担の方） 

約 125円（2割負担の方） 

約 189円（3割負担の方） 
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４．看取り介護加算 （一日あたり、要支援者は加算設定なし） 

死亡日前 31日以上 45日以下 

72単位 

約 76円（1割負担の方） 

約 153円（2割負担の方） 

約 230円（3割負担の方） 

死亡日前 4日以上 30日以下 

144単位 

約 154円（1割負担の方） 

約 308円（2割負担の方） 

約 461円（3割負担の方） 

死亡日以前 2日又は 3日  

680単位 

約 726円（1割負担の方） 

約 1,452円（2割負担の方） 

約 2,178円（3割負担の方） 

死亡日 1280単位 

約 1,367円（1割負担の方） 

約 2,734円（2割負担の方） 

約 4,101円（3割負担の方） 

 

５．退居時相談援助加算 （一人につき一回） 

400単位 

   約 427円（1割負担の方） 

   約 854円（2割負担の方） 

   約 1,281円（3割負担の方） 

 

６．認知症専門ケア加算 (一日あたり) 

認知症専門ケア加算

（Ⅰ） 
3単位 

約 3円（1割負担の方） 

約 6円（2割負担の方） 

約 9円（3割負担の方） 

認知症専門ケア加算

（Ⅱ） 
4単位 

約 4円（1割負担の方） 

約 9円（2割負担の方） 

約 12円（3割負担の方） 

 

      ７．生活機能向上連携加算（一月当たり） 

生活機能向上連携加算（Ⅰ） 

100単位 

約 106円/月（1割負担の方） 

約 213円/月（2割負担の方） 

約 320円/月（3割負担の方） 

生活機能向上連携加算（Ⅱ） 

200単位 

   約 213円/月（1割負担の方） 

   約 427円/月（2割負担の方） 

   約 640円/月（3割負担の方） 
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     ８. 栄養管理体制加算（一月当たり） 

 

30単位/月 

    約 31円/月（1割負担の方） 

    約 63円/月（2割負担の方） 

    約 96円/月（3割負担の方） 

       

９．口腔衛生管理体制加算（一月当たり） 

30単位/月 

約 31円/月（1割負担の方） 

約 63円/月（2割負担の方） 

約 96円/月（3割負担の方） 

 

１０. 口腔・栄養スクリーニング加算 

20単位 

１回につき 20 単位を加算。6 月に

1回を限度。 

約 21円/月（1割負担の方） 

約 42円/月（2割負担の方） 

約 64円/月（3割負担の方） 

 

１１. 科学的介護推進体制加算（一月につき） 

 

40単位 

約 42円/月（1割負担の方） 

約 85円/月（2割負担の方） 

約 128円/月（3割負担の方） 

 

１２．サービス提供体制強化加算 （一日あたり） 

サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)  22単位 

約 23円（1割負担の方） 

約 46円（2割負担の方） 

約 70円（3割負担の方） 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 18単位 

約 19円（1割負担の方） 

約 38円（2割負担の方） 

約 57円（3割負担の方） 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 6単位 

約 6円（1割負担の方） 

約 13円（2割負担の方） 

約 19円（3割負担の方） 

 

１３．介護職員処遇改善加算（一月あたり） 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位×111/1000 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位×81/1000 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 所定単位×45/1000 

介護職員処遇改善加算（Ⅳ） （Ⅲ）で算定した所定単位×90/1000 
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介護職員処遇改善加算（ⅴ） （Ⅲ）で算定した所定単位×80/1000 

 

 １４．介護職員等特定処遇改善加算（一月当たり） 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数×31/1000 

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数×23/1000 

   

（所定単位は基本単位数と１～１２までを算定した単位数の合計） 

 

 ※ 介護報酬の改定により変更することがあります。 

 

その他保険外の利用料金 

食材料費  一日につき 1,400円   おやつ代一日につき  100円 

共益及び管理費  一日につき 300円 

（共益部の補修・設備改良・レクリエーション材料費やその他各行事での諸費用） 

水・光熱費   月当たり  16,000円 

家   賃   月当たり  37,000円 

 

おむつ等 

おむつ代など、アメニティ用品の専門業者に委託しています。 

 

理 美 容 

事前にご連絡いただければ、ご家族の方にいつでも自由に連れて行っていただけます。 

当グループホームでは 2ヶ月に一度、美容師の方にも来てもらっています。 

ご希望の方は、カット代 1,000円で行っています。 

 

電化製品等 

居室での電化製品の持込利用については、コンセント一つにつき一日あたり 50円を請

求させて頂きます。（ 電気敷き毛布、扇風機、その他 ） 

 

夜間ケア 

グループホーム桜楽は夜間及び深夜の時間帯を通じて 1 ユニット一人以上の介護従業

者を設置しています。 

 

入   浴 

本人の希望に応じて自由に入浴して頂きます。 

その他の人は、週に 3回をめどに入浴していただきます。 
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排  泄 

排泄の自立を促す為入居者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

 

機能訓練 

入居者の心身等の状況に応じて日常生活を送るのに必要な機能の回復又は、その減退

を防止する為の訓練を実施します。 

 

健康管理 

所定の医師と契約をしています。入居者全員の健康管理の為定期的な往診と、看護師が

毎週訪問します。その他必要に応じて職員が病院へおつれします。 

 

 

協力医療機関 

昭和在宅クリニック   名古屋市昭和区川名本町１丁目 47－2レイナビル 1F 

医療法人 AGRIE MED AGREE CLINIC なごや  名古屋市守山区川東山 2515 

（メドアグリクリニック なごや） 

旭労災病院                 尾張旭市平子町北 61番地 

医療法人いつき会 守山いつき病院  名古屋市守山区守山二丁目 18番地 22号 

  山田歯科医院            名古屋市守山区大字吉根字深沢 211－2 

 

 

 

緊急時に於ける対応方法 

利用者に病状の急変その他緊急事態が、生じた時はその時の状態に応じ速やかに訪問

看護ステーション又は主治医に連絡し管理者不在の場合は管理者にも連絡する。 

救急車要請の場合はその家族にも連絡すると共に入居者の脈拍、呼吸、血圧など素早く

記入し最近の健康チェック表、健康保険証など職員が手分けして準備、速やかに行い 1

名は、救急車に同乗し救急隊員に説明を行う。管理者は、入院に必要な物を持って病院

でその家族の到着を待つ。（事故発生時も同上の対応） 

 

退去に当っての留意事項 

  入居契約を終了した日より 10日以内に部屋を明け渡して頂きます。 

部屋に残置物がある場合は 10 日以内に引き取るものとします。10 日以内に引き取り

出来ない場合は、所有権放棄と見なし処分することが出来るものとします。 

※明け渡し完了までの日数分の家賃及び明け渡しに係わる家具等の残置物の移送・処

分に掛かった費用は請求させていただきます。 

 

 

介護従業者研修 

より良い介護を目指し従業者の質の向上を図る為に研修の機会を次の通り実施してお

ります。 

①  採用時研修     採用後 1ヶ月以内 
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②  継続研修      年 2 回 その他県又は市の認知症介護研修には積極的に

参加を促しております。 

非常災害対策 

グループホーム桜楽は、防火管理についての責任者を定め非常災害に関する防災計画

書を作成し非常災害に備える為に非難、救出等訓練をおこないます。 

 

苦情相談 

グループホーム桜楽は、苦情等に対応する常設の窓口、担当者を設置しております。 

相談窓口 （052）715－3633    担当者 安部 由美 

 

その他保険者（市町村等）又、愛知国民健康保険団体連合会に連絡をとり協力をしても

らう事としています。 

名古屋市健康福祉局介護保険課    （052）959-3087 

愛知県国民健康保険団体連合会窓口  （052）971-4165 

 

事故発生時の対応 

サービス提供中に、万が一事故が発生した場合は速やかに主治医に連絡する等の対応

を講じ、管理者不在の場合は管理者に連絡を取る。又利用者の家族にも連絡し、その時

の状況に応じて主治医の指示に従う。 

 

その他自立への支援 

寝たきり防止の為、できる限り離床に配慮します。 

生活のリズムを考え毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。 

当グループホームは利用者に対してサービスを提供するに当たって次のことを守りま

す。 

 

☆ 入居者が受けている要介護の認定の有効期間の満了日の 30 日前までに要介護認定

の更新の為に必要な援助を行います。 

 

☆ 入居者に提供したサービスについて記録を作成し、契約完了日から 5年間保管する

と共に入居者又は代理人の請求に応じて閲覧させ複写物を交付します。 

 

☆ 事業者及びサービス従業者又は従業員は、サービスを提供するに当たって知り得た

入居者又はその家族に関する事項を正当な理由無く第三者に漏洩しません。 

 

当グループホームは入居者の方々が、自立を目指しながら共同生活を楽しく送れる様に又、

体が少しでも不自由な方にはその介助を行いながら入居者 3 名に一人の介護従業者が、絶

えず目を配らせ事故の無い様に心掛けてまいります。但し毎日の介護サービスの提供に当
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たって万が一事故が発生し入居者の生命、身体、財産に損害が発生した場合は不可抗力によ

る場合を除き速やかに入居者に対して損害を賠償します。但し入居者に重過失がある場合

は賠償額を減ずる事ができます。 

 

☆ グループホーム桜楽は万が一の事故発生に備えてあいおいニッセイ同和損害保険

株式会社の損害賠償保険に加入しています。 

 

 

(介護予防) 指定認知症対応型共同生活介護 

グループホーム 桜楽 

説明者   管理者  安部 由美 印 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、（介護予防）指定認知症対

応型共同生活介護サービスの提供開始に同意しました。 

 

 

 

 

申込者  住所                                   

 

氏名                

 

入居者  住所                                   

      

氏名                

 

署名代行者  氏名                                   

 

署名代行理由                    

 

 

令和   年  月  日 

 


